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日
銀
名
古
屋
支
店
が
１

日
発
表
し
た
９
月
の
企
業

短
期
経
済
観
測
調
査
（
短
観
）

に
よ
る
と
、
愛
知
、
岐
阜
、

三
重
の
東
海
３
県
の
企
業
の

業
況
判
断
指
数
（
景
気
が

「
良
い
」
と
答
え
た
企
業
の
割

合
か
ら
「
悪
い
」
を
引
い
た
値
、

Ｄ
Ｉ
）
は
、
全
産
業
で
プ
ラ
ス

17
と
６
月
調
査
か
ら
３
ポ

イ
ン
ト
改
善
、
製
造
業
で
は

プ
ラ
ス
13
と
４
ポ
イ
ン
ト
改

善
し
た
。
７
月
22
日
に
米
国

と
の
相
互
関
税
に
関
す
る
日

米
間
合
意
が
な
さ
れ
、
９
月

４
日
に
は
関
税
に
関
す
る
大

統
領
令
が
署
名
さ
れ
た
こ

と
か
ら
不
確
実
性
が
後
退

し
改
善
に
寄
与
し
た
と
み
ら

れ
る
。 

当
社
が
７
月
に
三
重
県

内
の
中
小
企
業
を
中
心
と

す
る
４
７
４
社
に
行
っ
た
調

査
で
は
、
米
関
税
の
合
意
発

表
が
出
さ
れ
る
前
の
回
答

が
大
半
で
は
あ
っ
た
が
、
７

～
９
月
期
の
自
社
の
収
益

を
中
心
と
し
た
業
況
判
断

Ｄ
Ｉ
は
プ
ラ
ス
18
・
6
と
な

り
、
４
～
６
月
期
を
7
・
5

ポ
イ
ン
ト
上
回
っ
た
。 

た
だ
、
い
ず
れ
も
見
通
し

は
慎
重
だ
。
日
銀
短
観
で
は
、

３
か
月
先
の
見
通
し
を
示
す

先
行
き
Ｄ
Ｉ
は
、
全
産
業
で

７
ポ
イ
ン
ト
低
下
の
プ
ラ
ス

10
、
製
造
業
で
は
９
ポ
イ
ン

ト
低
下
の
プ
ラ
ス
４
と
な
っ

た
。
当
社
調
査
で
は
、
10
～

12
月
は
プ
ラ
ス
17
・
0
と

ほ
ぼ
横
ば
い
の
見
通
し
だ
。 

米
国
関
税
政
策
の
決
定

に
伴
い
不
確
実
性
は
後
退
し

た
も
の
の
、
関
税
措
置
の
発

動
に
伴
う
影
響
へ
の
警
戒
感

で
、
判
断
が
難
し
い
状
況
に

あ
る
と
み
ら
れ
る
。
対
米
輸

出
の
多
い
自
動
車
産
業
を

基
幹
産
業
と
す
る
東
海
地

方
の
中
小
企
業
で
は
、
直
接

的
に
海
外
取
引
を
行
っ
て
い

な
く
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
経

路
を
通
じ
て
影
響
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
た
め
、
関
税

の
動
向
を
注
意
深
く
見
守

る
企
業
は
多
い
。 

加
え
て
中
小
企
業
で
は
、

長
引
く
原
材
料
高
や
度
重

な
る
賃
上
げ
な
ど
に
よ
る
コ

ス
ト
の
増
大
が
回
復
の
重
石

と
な
っ
て
い
る
。
当
社
調
査

で
は
、
仕
入
価
格
上
昇
分
の

70
％
以
上
を
価
格
転
嫁
で

き

て
い
る
企

業

は

55

・

4
％
と
半
数
を
超
え
る
も

の
の
、
そ
の
企
業
割
合
は
23 

年
７
月
の 

61
・
7
％
を
ピ

ー
ク
に
低
下
し
て
お
り
、
度

重
な
る
価
格
の
上
昇
か
ら
、

転
嫁
し
切
れ
な
い
企
業
が

増
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
価
格
転
嫁
率
は
回
答

平
均
で 

66
％
と
な
り
、
残

り
は
自
社
で
負
担
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。 

ま
た
、
賃
上
げ
率
は
、
連

合
の
今
春
闘
の
最
終
集
計

で
は
全
国
の
3

0

0

人

未
満
の
中
小
組
合
で
２
年

連
続
の
４
％
超
え
。
小
規
模

な
県
内
事
業
所
を
含
む
当

社
調
査
で
も
、
こ
の
７
月
時

点
で
３
年
連
続
の
３
％
超
え

と
な
る
な
ど
高
水
準
が
続
い

て
い
る
。 

資
金
力
の
弱
い
中
小
企

業
に
お
い
て
は
、
特
に
人
件

費
も
含
め
た
価
格
転
嫁
な

ど
の
取
引
価
格
の
適
正
化

が
不
可
欠
だ
。
そ
の
た
め
に

は
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体

で
適
切
な
価
格
転
嫁
の
動

き
を
定
着
さ
せ
て
い
く
こ
と

が
重
要
と
な
る
。 

こ
れ
ら
を
実
現
す
る
た
め
、

下
請
法
及
び
下
請
振
興
法

の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
来
年

１
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
。

改
正
法
で
は
、
委
託
事
業
者

が
価
格
交
渉
の
協
議
を
適

切
に
行
わ
ず
一
方
的
に
代

金
額
を
決
定
す
る
こ
と
を

新
た
に
禁
止
す
る
ほ
か
、
法

の
適
用
対
象
と
な
る
事
業

者
や
取
引
の
範
囲
を
広
げ

る
な
ど
し
て
、
価
格
転
嫁
を

阻
害
す
る
商
習
慣
の
一
掃

を
図
る
。 

間
も
な
く
新
内
閣
が
発

足
す
る
。
米
国
と
の
関
係
強

化
に
加
え
、
中
小
企
業
支
援

を
含
め
た
新
た
な
経
済
対

策
に
期
待
が
か
か
る
。 


